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令和８年度江北町省エネエアコン購入補助金交付申請書兼請求書
令和　　年　　月　　日
江北町長　　　　　　　様
補助金の交付を受けたいので、江北町省エネエアコン購入補助金交付要綱第７条第１項の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請し、請求します。
	申請者
	フリガナ
	　
	申 請 日
	令和　　年　　月　　日

	
	世帯主氏名
	㊞
	生年月日
	　　年　　月　　日

	
	住　　所
	江北町
	地区名：

	
	電話番号
	※日中に連絡が取れるもの



	1
	購入区分
	買替え　・　新規
	緑のマーク

	
	メーカー・型番
	　
	・

	
	購入日
	令和　　年　　月　　日
	オレンジのマーク

	2
	購入区分
	買替え　・　新規
	緑のマーク

	
	メーカー・型番
	　
	・

	
	購入日
	令和　　年　　月　　日
	オレンジのマーク

	補助対象経費
	円（税抜）

	補助対象経費×1/2 ①
	円　
	補助上限額 ②
	100,000円・50,000円

	①と②のいずれか
少ない額
	円　
	補助金交付申請額
（千円未満切捨）
	，０００円　



	補助金の振込口座として以下の口座を指定します。

	振込口座
	金融機関名
	　
	店名
	　

	
	預金種目
	普通　・　当座
	口座番号
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	フリガナ
	　

	
	口座名義
	　

	　

	提出者氏名
	　
	申請者との関係
	　


　　　　　　　　　処　理　欄
□本人確認
□滞納確認

受付印
（添付書類）
・領収書等の写し　　　　　　・家電リサイクル券等（買替えの場合）
・保証書の写し　　　　　　　・設置後の写真（新規購入の場合）
・省エネ性能がわかる書類　　・本人確認書類の写し
・振込先口座がわかるもの


様式第１号（第７条関係）（裏面）
●誓約・同意事項様式第１号（第７条関係）裏面


各項目を確認し、チェック欄（□）にチェックを入れてください。
	確認
	内　容

	□
	申請者及び同一世帯員に、町税、保育料、幼稚園利用料、公営住宅使用料、下水道使用料、下水道事業受益者負担金その他町に対する納入金の滞納はありません。

	□
	補助金の交付要件を審査するため、江北町が住民基本台帳情報、町税等の収納状況その他公簿等を確認し、必要な資料の提供を関係機関等に求め、又は現地調査を行うことに同意します。

	□
	江北町が公簿等で確認できない場合は、求めに応じて関係書類を提出します。

	□
	申請者及び同一世帯員は、江北町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等又は暴力団等に該当しません。

	□
	補助対象エアコンは、令和８年７月１日から令和９年１月29日までの間に購入し、町内の居住用住宅に設置した新品であり、中古品、リース品、レンタル品、転売目的又は事業用ではありません。

	□
	交付決定日から６年を経過するまで、補助対象エアコンを交付目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付け、売却、転売、廃棄又は担保提供しません。

	□
	国、県又は町の他の補助制度により、同一の補助対象経費について補助金等の交付を受けていません。買替えの場合は、既存のエアコンを関係法令に基づき適正に処分し、又は販売店等に引き渡しました。

	□
	本申請書兼請求書の記載事項について虚偽又は交付要件に該当しないことが判明した場合は、補助金を返還します。



●添付書類チェックリスト
本申請書兼請求書に以下の書類を添付して、チェック欄（□）にチェックを入れてください。不備がある場合は受付できないことがあります。
	[bookmark: _Hlk233878960]確認
	内　容

	□
	領収書、レシート、請求明細書等の写し（購入者名、購入日、購入店舗名、購入金額、製品名、機種名、型番及び支出内訳が確認できるもの）

	□
	製造事業者が発行する保証書の写し

	□
	省エネ基準達成率又は省エネ性マークが確認できる統一省エネラベル、カタログ等の写し

	□
	振込先口座が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し（金融機関名、店名、口座名義、口座番号等が確認できるもの。）

	□
	郵送により申請する場合は、申請者の本人確認書類の写し（住所変更の記載がある場合は裏面も添付）

	□
	買替えの場合は、家電リサイクル券排出者控えの写し又は既存のエアコンを下取りし、若しくは処分したことが確認できる書類の写し

	□
	新規購入の場合は、補助対象エアコンを設置したことが確認できる写真

	□
	その他町長が必要と認める書類


※補助対象経費は、本体購入費（税抜）、設置工事費（税抜）、配送費（税抜）及び買替えの場合の家電リサイクル料金（税抜）の合計額です。消費税、保証料、振込手数料等は含めないでください。値引き、ポイント、下取り額によって充当された額は対象経費になりません。 
